
様式９（添付１－３） 

 
令和３年度 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 
（Ⅰ 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業） 

事業内容報告書の概要 
地方公共団体名【埼玉県教育委員会】  

                          

 

令和３年度に実施した取組の内容及び成果と課題 

１．事業の実施体制（運営協議会・連絡協議会の構成員等） 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果普及 

① 多文化共生推進校連絡協議会による支援体制・情報提供 

② 日本語指導が必要な生徒への支援 

多文化共生推進員の配置による日本語指導・支援 

オンライン日本語教室による広域散在化への対応 

③ 通訳員の派遣及び音声通訳翻訳機器の配備による通訳支援 

埼玉県教育委員会 

連携 

埼玉県国際交流協会 

埼玉県国際課 

日本語教師養成学校 

多文化共生推進員（日

本語支援員）の配置 

通訳員の派遣 

（各言語） 

☆日本語指導に係る資格や経験を有する多文化共生推進員の配置 

☆通訳員の派遣及び通訳翻訳機器の配備 

①高等学校における日本語指導・教科指導の実施  
②高校生に対する生活相談や心理サポートに資する取組 
③高校生に対する放課後や学校内外での居場所づくりに資する取組 
④高校生に対する教育・支援に資する取組 
⑤生徒・保護者との面談等での通訳翻訳の支援 

学校 B 

学校 C 

日本語 

にほんご 

nihongo 

学校（管理職・担当者） 

音声通訳翻訳機器

の配備 

オンライン日本語教室 

学校 A 

連絡協議会 



２．具体の取組内容  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

（１）地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営協議会・連絡協議会の設置・運営 

①情報提供（実施回数：１回） 

  （６月に連絡協議会を予定したが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止したため） 

②多文化共生推進校連絡協議会の実施・運営（オンラインで実施）（実施回数：１回） 

  日本語指導を必要とする生徒の現状等、事業概要、次年度の予定を説明し、成果普及を図った。 

  各校での日本語指導を必要とする生徒の実態把握、多文化共生推進員の活用、音声通訳翻訳機器 

  の活用 

  他の生徒との相互理解を深めるための交流事業等について、情報交換し、好事例を共有 

  埼玉県国際交流協会からの説明・情報提供 

 

（２）学校における指導体制の構築 

  ①教育委員会 

    日本語指導における体制を整備し、多文化共生推進員を配置（全日制２１校、定時制１７校） 
    きめ細かな通訳支援として、通訳員の派遣や音声通訳翻訳機器の活用促進 

  ②拠点校 

    オンライン日本語教室を実施し、異なる学校から参加する生徒同士が共に学び合う環境を整備 

  ③多文化共生推進校 

    多文化共生推進員による日本語指導や通訳員・音声通訳翻訳機器の活用 

 

（４）成果の普及 

  ①教育委員会定例会での報告（オンラインで開催） 

   教育委員会で多文化共生推進事業の取組について報告 

  ②連絡協議会（オンラインで実施） 

   日本語指導を必要とする生徒の現状等、事業概要、次年度の予定を説明し、日本語支援の充実及び

成果普及につなげる 

  ③効果検証 

   本事業の取組に対するアンケート調査を実施し、次年度以降の改善につなげる。 

 

（７）ICTを活用した教育・支援 

  ①多文化共生推進校連絡協議会の実施・運営（オンラインで実施） 

   目的：多文化共生推進事業に係る提供を情報・共有し、日本語支援の充実及び効果普及につなげる 

   内容：日本語指導を必要とする生徒の現状等、事業概要、次年度の予定を説明 

      各校での日本語指導の必要な生徒の実態、多文化共生推進員の活用、音声通訳翻訳機器の活

用、他の生徒との相互理解を深めるための交流事業等について、情報交換し、好事例を共有 

       埼玉県国際交流協会からの説明・情報提供 

  ②オンライン日本語教室の実施 

   対象：日常会話ができない／簡単な日常会話はできるが読み書きができないレベルの生徒 

   やり方：Googleクラスルーム内のGoogleミートを利用して拠点校から配信し、同時双方向 

  ③音声通訳翻訳機器の活用 

対象：日本語指導の必要な生徒が在籍する４４校（全日制２５校、定時制１９校、一部は複数台配備） 

   目的：多様な言語に対応できる音声通訳翻訳機器の活用により、外国人生徒及び保護者との円滑なコ

ミュニケーションを推進し、より効果的な支援を実現 

 
（８）高校生等に対する包括的な教育・支援 

  ①多文化共生推進員の活用 

   日本語支援 

   生活相談や心理的サポートに資する取組 

  ②通訳支援 

   通訳員の派遣及び音声通訳翻訳機器の配備 

 

（１０）日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 



  ①多文化共生推進員による支援 

    配置：日本語指導が必要な生徒が多く在籍する県立高校３８校（全日制２１校、定時制１７校） 

        多文化共生推進員４０名（拠点校に２名配置） 

    支援：授業の理解に困難がある生徒に対する日本語の支援に係る授業補助 

        始業前や放課後の日本語の個別指導 

        日本語指導のための教材の開発・作成 

        教員と連携を図り、他の生徒との相互理解を深めるための交流事業の実施 

        教育相談・生活相談 

        オンライン日本語教室の実施 

  ②オンライン日本語教室 

    目的：広域散在化に対応し日本語学習の時間をより多く確保 

    対象：日常会話ができない／簡単な日常会話はできるが読み書きができないレベルの生徒 

    やり方：Google クラスルーム内の Google ミートを利用して拠点校から配信し、同時双方向 

    多文化共生推進員のうち２名（全日制１名、定時制１名）が計画・教材準備・実施 

    国際交流協会（日本語支援担当の長期研修生）が連携し実施をサポート 

  ③通訳支援 

    通訳員の派遣及び音声通訳翻訳機器の配備 

    学校職員が生徒や保護者と円滑な意思疎通や情報共有 

    通訳派遣に係る費用は、県が負担 

    市町村国際交流協会一覧の情報を各校に提供し、学校が地域の国際交流協会等に通訳員を依頼 

    英語、スペイン語及びポルトガル語に係る通訳・翻訳支援は、国際交流員を派遣 

 

３．成果と課題  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 
（１）地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営協議会・連絡協議会の設置・運営 

    成果： 情報提供したことにより、多文化共生推進事業に係る提供を共有でき、日本語支援の充実につ 

       なげた。 

       多文化共生推進校連絡協議会を開催し、各校における取組や生徒の実態について情報共有 

       し、成果普及を図った。 

       好事例の紹介や情報交換をもとに、各校での更なる取組の充実を示唆した。 

       各校での日本語指導を必要とする生徒の実態、多文化共生推進員の活用状況、音声通訳翻 

       訳機器の活用等についての情報共有ができ、各校での取組の改善につながるよう促した。 

       埼玉県国際交流協会から、日本語指導が必要な生徒の様子、日本語学習の状況、オンライン 

       日本語教室の様子等について説明・情報提供を行った。 

    課題： 多文化共生推進校連絡協議会をオンラインで初めて実施したが、通信システムの不具合や 

       操作等のトラブルにより、実施中に障害が生じることがある。 

 

（２）学校における指導体制の構築 
   成果： オンライン日本語教室を実施し、広域散在化に対応し日本語指導の時間をより多く提供した。 

        多文化共生推進員が、各校の実態に応じた日本語支援を行った。 

   課題： 毎年度拠点校の指定を確約できないため、継続的な支援を保障しがたい。 

         日本語支援の必要な生徒の増加や生徒、保護者や学校が抱える課題の多様化に対応する体

制強化 

 

（４）成果の普及 

 成果： 教育委員会で多文化共生推進事業の取組について報告し、各委員に周知した。また、報告内

容を県ホームページにて公表し、本事業の取組を広く周知している。 

    多文化共生推進校の管理職及び担当教員を対象に多文化共生推進校連絡協議会を開催し、本語

指導を必要とする生徒の現状等、事業説明、次年度の予定について情報共有し、各校での日本語

支援の改善・充実を図った。埼玉県国際交流協会及び JICA埼玉デスクに成果を報告した。 

    多文化共生推進員による支援を受けた生徒のうち、７３．３％が、日本語能力が向上し、授業の理解

が深まった。 

   多文化共生推進員による支援を受けた生徒が在籍する学級、学年又は学校の関係する全生徒のう



ち、７０．７％が、多文化共生に対する意識が向上した。 

課題： 教育委員会で取組を評価いただいたが、今後更なる支援の拡充や増大するニーズへの対応を考

える必要がある。 

日本語支援の必要な生徒の増加や散在化、生徒、保護者や学校が抱える課題の多様化に対し、学

校間で情報共有し解決を図るネットワークづくりを構築し、成果の普及を図る。 

実施前後で、対象生徒の在籍状況が異なる場合、比較が難しい。 

日本語支援の必要な生徒数が多い学校では、全ての生徒の状況を把握することが難しい。 

 

（７）ICTを活用した教育・支援 

成果： 多文化共生推進校連絡協議会をオンラインで実施し、各校における取組や生徒の実態について

情報共有できた。  

   好事例の紹介や情報交換をもとに、各校での更なる取組の充実を示唆した。 

   各校での日本語指導を必要とする生徒の実態、多文化共生推進員の活用状況、音声通訳翻訳機

器の活用等についての情報共有ができ、各校での取組の改善につながるよう促した。 

   埼玉県国際交流協会から、日本語指導が必要な生徒の様子、日本語学習の状況、オンライン日本

語教室の様子等について説明・情報提供を行った。 

オンライン日本語教室を実施し、広域散在化に対応し日本語指導の時間をより多く確保できた。 

全日制で３５回実施し延べ 184人の生徒が参加し、日本語力を向上させた。 

定時制で３１回実施し延べ 189人の生徒が参加し、日本語力を向上させた。 

広域散在化に対応し日本語指導の時間をより多く確保できた。 

異なる学校から参加する生徒同士が共に学び合う環境を整備し、学習意欲を向上させた。 

音声通訳翻訳機器の活用により、通訳員がいない場面でも学校職員が生徒や保護者と円滑な意思

疎通や情報共有を実現でき、きめ細かな支援につながった。 

  課題： 通信システムの不具合や操作等のトラブルにより、実施中に障害が生じることがある。 

オンライン日本語教室開催時に、受信側の学校において多文化共生推進員が参加生徒に  

付き添い、日本語支援の機会の増加につながらない場面があった。 

通信システムの不具合や操作等のトラブルにより、実施中に障害が生じることがある。 

コロナ禍の分散登校等で登校しない場合に、自宅のインターネット接続環境が整ってない。 

 

（８）高校生等に対する包括的な教育・支援 
  成果： 多文化共生推進員と学校職員が情報共有を図り、日本語支援により生徒の学習意欲や学力が

向上するなど効果的な支援につながった。 

多文化共生推進員による教育相談・生活相談が、心理的サポートとなり、不安解消や学力向上・進

路実現につながった。 

コロナ不安もある生徒が安心して学校生活を送れるよう、対応・支援できた。 

通訳支援により、学校職員が生徒や保護者と円滑な意思疎通や情報共有を実現でき、きめ細かな

支援につながった。 

  課題： 日本語支援を必要とする生徒の増加や広域散在化 

日本語支援を必要とする生徒、保護者や学校が抱える課題の多様化 

日本語レベルの差が大きく、一様に支援することが困難 

地域によっては多文化共生推進員の応募者が少ない。 

日本語支援を必要とする生徒の増加に伴う通訳を要する場面の増加 

入学前後から必要な事務手続や日々の問合せ等への様々な言語での対応 

 

（１０）日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 
成果： 多文化共生推進員と学校職員が情報共有を図り、日本語支援により生徒の学習意欲や学力が

向上するなど効果的な支援につながった。 

多文化共生推進員による教育相談・生活相談が、心理的サポートとなり、不安解消や学力向上・進

路実現につながった。 

オンライン日本語教室を実施し、広域散在化に対応し日本語指導の時間をより多く確保できた。ま

た、異なる学校から参加する生徒同士が共に学び合う環境を整備し、学習意欲を向上させた。 

通訳支援により、学校職員が生徒や保護者と円滑な意思疎通や情報共有を実現でき、きめ細かな



支援につながった。 

課題： 日本語支援を必要とする生徒の増加や、生徒、保護者や学校が抱える課題の多様化への対応 

オンライン日本語教室開催時に、受信側の学校において多文化共生推進員が参加生徒に付き添

い、 日本語支援の機会の増加につながらない場面があった。 

入学前後から必要な事務手続や日々の問合せ等に様々な言語で対応する環境整備 

 

本事業で対応した幼児・児童

生徒数 

 

幼稚園等 小学校 中学校 
義務教育 

学校 
高等学校 

中等教育 

学校 

特別支援 

学校 

人 

（   園） 

      

人 

（   校） 

 

      

人 

（   校） 

      

人 

（   校） 

      

３０５人 

（ ３８校） 

      

人 

（   校） 

 

人 

（   校） 

 

うち、特別の教育課程で指導

を受けた児童生徒数 
 

      

人 

（   校） 
 

      

人 

（   校） 

 

      

人 

（   校） 

 

      

０人 

（  ０校） 
 

      

人 

（   校） 
 

 

人 

（   校） 

 

４．その他（今後の取組予定等） 

①教育委員会 

   日本語指導の必要な生徒の実態や効果検証等を踏まえ、指導展開や対応の在り方について更なる改

善・拡充を検討する。 

   多文化共生推進校連絡協議会等を活用し、事業の円滑な実施に努める。 

   ICT活用や好事例の共有・活用を促進させ、持続可能なノウハウを蓄積・情報提供するとともに、成果

普及に努める。 

②多文化共生推進校連絡協議会 

   日本語指導を必要とする生徒の人数や日本語レベル、置かれている家庭環境等の差異が学校毎に、

また学校内でも大きく、抱えている課題が種々あることが共有できたので、共通する課題に対し、好事例を

紹介し情報共有することで、解決に向けて取り組む。 

   オンラインによる実施を重ねることで、操作にも慣れ、不具合への対応力も高まる。 

   オンラインで実施することにより、遠隔地からの参加が可能であり、スムーズな進行を実現できる。 

   ICT活用や好事例の共有・活用を促進させ、持続可能なノウハウを蓄積・情報提供するとともに、成果普

及に努める。 

   各校での日本語指導を必要とする生徒の実態、多文化共生推進員の活用状況、音声通訳翻訳機器

の活用等についての情報共有を行うことで、各校での取組の改善につなげる。広く成果普及に努める。 

③拠点校 

   日本語指導の専門知識を有する教員等を活用し、高等学校における「特別の教育課程」や学校設定

科目「日本語」の研究を推進する。 

   多文化共生推進員と学校職員が情報共有を図り、日本語支援により生徒の学習意欲や学力が向上す

るように校内体制を強化するモデルを目指す。 

④多文化共生推進校 

   多文化共生推進員と学校職員が情報共有を図り、日本語支援により生徒の学習意欲や学力が向上す

るように校内体制の整備・強化を促進する。 

   多文化共生推進員による教育相談・生活相談を心理的サポートにつなげ、不安解消や学力向上・進

路実現を達成する。 

   教育委員会主催の連絡協議会に参加し、提供される情報を活用し、持続可能な校内体制の強化を促

進する。 

⑤多文化共生推進員の活用 

   多文化共生推進員を希望する全ての学校に配置する。 

   多文化共生推進員が個々の相談や支援に臨めるように、可能な限り配置日数を増やす。 

   令和３年度から導入したオンライン日本語教室を充実・定着させる。 

   埼玉県国際交流協会や日本語教師養成学校等に応募案内を送り、広く優秀な人材の確保に努める。 
⑤オンライン日本語教室及び音声通訳翻訳機器の活用 

   オンライン日本語教室に自律的に参加できる仕組みづくりを確立させる。その好事例を成果普及につな



げる。 

   国際交流協会（日本語支援担当の長期研修生）と連携し、遠隔操作を円滑に行えるようにする。 

   分散登校等で登校しないこととなっている場合においても、登校して空き教室にて学校所有のPCを活

用しインターネットに接続することを可能とする。 

   多文化共生推進校連絡協議会等を通じて、機器の性能が向上しており、外国人生徒及び保護者と学

校との円滑なコミュニケーションを支えるツールであることを周知するとともに、活用の好事例を紹介する。 

   年度当初から外国人生徒及び保護者との円滑なコミュニケーションを推進し、より効果的な支援を実現

できるように活用を促進する。 

⑥通訳支援 

   通訳員を派遣することで、外国人生徒及び保護者との円滑なコミュニケーションを推進し、より効果的な

支援を実現できるようにする。 

   多様な言語に対応できる音声通訳翻訳機器の活用により、年度当初から外国人生徒及び保護者との

円滑なコミュニケーションを推進し、より効果的な支援を実現できるようにする。 

 

※ 枠は適宜広げること。（複数ページになっても差し支えない） 成果物等があれば別途提出すること。 

※ 事業内容報告書の概要は、担当者・連絡先欄を除き、様式９（添付１）の５．成果イメージ資料のポンチ絵

と併せて、文部科学省ホームページで公開する。 


